
食品の健康被害情報収集体制について
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食中毒・指定成分

通知（対応要領）
いわゆる「健康食品」・無承認無許可
医薬品健康被害防止対応要領について
（令和６年３月13日付け健生食基発
0313第１号医薬監麻発0313第５号）

＜必要に応じた措置＞
・６条（販売禁止）
・７条（暫定流通禁止）
・８条（指定成分化）
・13条（規格基準化）
・注意喚起

連携
消費者庁

（消費者事故情報）

※指定成分に関しては、医師、歯科医師、
薬剤師その他関係者は、被害の把握及び
調査協力に努めなければならない。

食品安全委員会
（食品安全基本法に基づ
く一元的な情報収集）
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海外規制当局
（WHO、米国FDA等）
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労
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情報収集
(健康危機管理
基本指針)

情報共有
（消費者安全法）

努力規定

※いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防
止対応要領について（令和６年３月13日付け健生食基発
0313第１号医薬監麻発0313第５号）通知等に基づく

紅麹使用製品への対応に関する関係省庁連絡会議（第１回）厚生労働省作
成資料より引用




